
 

令 和 ５年 ２月 １０日 

財 務 省 中 国 財 務 局 

 

 

第１２２回国有財産中国地方審議会の開催結果 

 

 

１．審議会の概要 

（１）名  称  第１２２回 国有財産中国地方審議会 

（２）開催日時  令和５年２月１０日（金）１４時００分～ 

（３）開催場所  広島合同庁舎４号館 １１階 中国財務局第一会議室 

広島市中区上八丁堀６－３０ 

 

２．答申内容 

以下の諮問事項について、審議の結果、適当と認めるとの答申がありました。 

（注）国有財産中国地方審議会は、中国財務局長の諮問に応じて国有財産の管理及び処分に

ついて調査審議し、中国財務局長に意見を述べることができる機関であり、学識経験の

ある 12 名の委員で構成されております。（別紙「委員名簿」のとおり。） 

 
 

【諮問事項】 

  ○諮問事項１ 

・ 広島市中区基町に所在する留保財産を広島市に対し、市営住宅敷地として定期借地権を設定し

て貸付けすることについて 

○諮問事項２ 

・ 岡山市中区浜に所在する留保財産を学校法人就実学園に対し、学校施設敷地として定期借地権

を設定して貸付けすることについて 

 

 

 

【連絡・問合せ先】  中国財務局  

電話 082-221-9221（代表）  

082-228-9774（直通） 

  〈 審 議 会 に つ い て 〉 

管財総括第一課長     波田（内線3511） 

〈諮問事項１について〉 

特別国有財産管理官   佐藤（内線3594） 

〈諮問事項２について〉 

審 理 課 長          斎藤（内線3531） 

 

報 道 発 表 

中国財務局マスコットキャラクター 
「ざいちゅう」 



【別紙１】

(敬称略) 平成27年7月1日現在
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井 上 周 子
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井 上 浩 一
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小 林 文 香

さ さ き し げ き
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藤 田 敏 彦

や ま さ き とおる

山 崎 徹

広島女学院大学副学長（人間生活学部生活デザイン学
科教授）

(五十音順）　

オタフクホールディングス㈱代表取締役社長

GO&DO篠原税理士法人代表税理士

(一財)日本不動産研究所中四国支社長

（社福）燈心会理事

広島工業大学工学部建築工学科教授

富士商グループホールディングス㈱代表取締役社長

㈱山陰合同銀行代表取締役頭取

会長
代理

㈱中国新聞社専務取締役統括・経営本部長

国有財産中国地方審議会委員名簿

環太平洋大学副学長

㈱ひろぎんホールディングス代表取締役会長

弁護士（胡田・井上・村上法律事務所）

会長



第１２２回 国有財産中国地方審議会

令和５年２月１０日（金）
財務省 中国財務局



留保財産の概要

（参考）留保財産の選定については、②～⑤は令和元年12月10日地方審付議、①、⑥、⑦は令和2年12月9日地方審付議。

地
区

番
号

所在地 口座名等 土地数量
（㎡）

留保財産
決定日

利用方針
決定日

備 考

広
島
市

①
広島市中区東白島町
19番74

旧広島共済会館 3,209.72 令和3年1月15日 令和4年3月30日

②
広島市中区上幟町
3番8

旧広島高等検察庁
上幟町宿舎

2,240.61 令和2年6月4日 令和4年3月30日

③
広島市中区基町1番3、
3番7

旧広島県営基町住宅

21,027.14
（うち北側
約7,600）

令和2年6月4日 令和4年3月30日 諮問事項１

（うち南側

約13,400）
〃 ―

④
広島市中区上八丁掘
2番5

旧広島高等裁判所
上八丁堀宿舎

8,097.97 令和2年6月4日 ―

岡
山
市

⑤
岡山市中区浜一丁目
50番55外2筆

旧岡山地方裁判所
浜共同宿舎及び

旧岡山地方検察庁浜住宅
2,482.13 令和2年6月4日 令和4年3月30日 諮問事項２

⑥
岡山市北区厚生町
三丁目55番

旧中国四国農政局
厚生町庁舎

1,451.26 令和3年1月15日 ―

⑦
岡山市中区高屋字
四反地28番1外1筆

旧岡山運輸支局庁舎
及び旧高屋住宅

9,180.05 令和3年1月15日 ―

1

諮問事項１

諮問事項２



留保財産の処理に関する事務フロー

2

注１ 介護・保育などの公共性の高い施設の用に供する場合の随意契約の対象となる施設
注２ 公共随契対象施設と民間収益施設の複合施設
注３ 二段階一般競争入札の場合は、定借期間は、10年～30年に限られる。
注４ 土地利用等に関する企画提案を審査し、審査を通過した者を対象に価格競争を行う入札方式。

実施にあたっては、国有財産地方審議会へ諮問（利用方針案と併せ諮問することも可）。

利用方針案の作成

地方公共団体との議論や民間のニーズ調査を踏まえ、利用方針案を作成します。

利用方針の決定
利用方針案を国有財産地方審議会へ諮問し、正式に利用方針として決定します。

【利用方針①】
公共随契対象施設

（注１）

【定借期間】
１０年～３０年
または
５０年以上

【利用方針②】
複合施設
（注２）

【定借期間】
１０年～３０年
または
５０年以上

【利用方針③】
民間収益施設

【定借期間】
１０年～３０年

【利用方針④】
利用用途の
特定なし

【定借期間】
１０年～３０年
または

５０年以上（注３）

公的利用要望受付

地方審議会

(相手方決定)

随意契約締結

二段階一般競争入札 （注４）
公的利用要望受付

要望あり 要望なし

地方審議会
(相手方決定)

地方審議会
(二段階一般
競争入札実施)

随意契約締結
二段階一般競
争入札（注４）

諮問事項１ 諮問事項２

要望あり

前回審議会
諮問・答申



第１２２回 国有財産中国地方審議会

諮 問 事 項 説 明 資 料



〔対象財産〕

所 在 地 区 分 数 量 相手方 利用計画 処理区分
用途指定

期間

1

諮 問 事 項 １

広島市中区基町に所在する留保財産を広島市に対し、市営住

宅敷地として定期借地権を設定して貸付けすることについて

広島市中区
基町1番3外
1筆

市営住宅
敷 地

広島市 時価貸付
（73年）
（一般定
期借地）

土 地 ２１,０２７.１４㎡

のうち

約７，６００㎡

73年間



留保財産の決定から
貸付相手方決定までの流れ

留
保
財
産
の
決
定

利
用
方
針
の
決
定

公
共
随
契
対
象
施
設

(

市
営
基
町
第
17
ア
パ
ー
ト

建
替
用
地
）

貸
付
相
手
方
の
決
定

地
方
公
共
団
体
と
検
討
・協
議

公
的
利
用
要
望
の
受
付

要
望
内
容
の
審
査

利
用
方
針
案
の
作
成

利用方針の作成及び決定 貸付相手方決定

※敷地内の市道部分は、広島市から返還された後に留保財産に追加する予定

2

留
保
財
産
の
追
加
選
定※

令和2年6月 令和4年3月 令和4年11月



位 置 図

国土地理院の地理院地図

対 象 財 産

JR横川駅

JR広島駅
約0.4km

JR新白島駅

ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ
城北駅

約0.7km

3



4

案 内 図

ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ
城北駅

東部河岸緑地

基 町 小 学 校
及び保育園等

面 積：約７，６００㎡
用途地域：第二種住居地域
（基町一団地の住宅施設）
建 蔽 率 ： ４０％
容 積 率 ： ２５０％

広島広域都市圏・広島県オープンデータ

対 象 財 産

基町アパート



国土地理院の地理院地図

配置図及び現況写真

昭和20年11月 旧陸軍省より引受け

昭和31年～ 順次、県営住宅13棟を建設（平成30年３月広島県より返還）

令和２年６月 留保財産に決定（市道部分を除く：19,909.73㎡)

令和４年３月 留保財産に追加選定（市道部分：1,117.41㎡）

令和６年２月 市道部分返還予定

対 象 財 産

留 保 財 産
（利用方針未策定）

市 道 部 分
（前回審議会において
留保財産に追加選定）

5

国土地理院撮影の空中写真



6

対 象 財 産

利 用 計 画 図 ①

広島広域都市圏・広島県オープンデータ
現在の市営基町第17アパート

移転建替



利 用 計 画 図 ②

※両図及び施設概要（予定）は、広島市提供資料（基本設計業務の受託者がプロポーザル方式による受託者選定手続の際に提出した
技術提案書等）を基に作成（記載内容は、基本設計（令和４年度末作成）において決定予定）。 7

対 象 財 産
約7,6 0 0㎡

〔施設概要(予定)〕

住 棟 １４階建 ２棟

住戸数 現状の１７７戸と同程度
（間取りは１～３ＤＫ）

附帯設備 駐車場、駐輪場

共同施設 集会所等

配置イメージ図 新設住宅立面イメージ図

（南側からの景観）

東部河岸緑地

広島広域都市圏・広島県オープンデータ



8

《貸付期間》 ７３年
（令和６年度（2024）～７９年度（2097））

貸 付 期 間

《貸付期間の内訳》

建 築 期 間

供 用 期 間

解 体 期 間

 ２年間

 ７０年間

 １年間

公営住宅法第44条第3項及び同法に基

づく国土交通省告示において、公営住

宅等の耐用年限を70年と規定



事 業 ス ケ ジ ュ ー ル

令和５年２月 審議会へ諮問

令和５年度 実施設計

令和６年度 貸付料の見積り合せ
定期借地契約締結

令和６年度 建築工事着工

令和８年度 市営住宅の供用開始

9



処 理 方 針

10

相 手 方  広島市

処 理 区 分
 時価貸付（73年）
（一般定期借地）

契 約 方 法  随意契約

適 用 法 令
 会計法第29条の3第5項
 予算決算及び会計令第99条第21号

指 定 用 途  市営住宅敷地

用途指定期間  73年間



〔対象財産〕

1

諮 問 事 項 ２

岡山市中区浜に所在する留保財産を学校法人就実学園に対し、

学校施設敷地として定期借地権を設定して貸付けすることに

ついて

所 在 地 区 分 数 量 相手方 利用計画 処理区分
用途指定

期間

岡山市中区
浜一丁目50
番55外2筆

土 地 ２,４８２.１３㎡ 学校法人
就実学園

学校施設
敷地

時価貸付
（50年）
（一般定
期借地）

50年間



留
保
財
産
の
決
定

利
用
方
針
の
決
定

利
用
用
途
の
特
定
な
し

（公
的
利
用
要
望
の
受
付
を
行
う
）

貸
付
相
手
方
の
決
定

地
方
公
共
団
体
と
検
討
・協
議

公
的
利
用
要
望
の
受
付

要
望
内
容
の
審
査

利
用
方
針
案
の
作
成

利用方針の作成及び決定 貸付相手方決定

2

令和2年6月 令和4年3月 令和4年8月

マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
調
査

留保財産の決定から
貸付相手方決定までの流れ



位 置 図

対象財産

国土地理院の地理院地図

3

JR西川原駅

約0.9km

約1.7kmJR岡山駅

後楽園



案 内 図

面 積：２，４８２.１３㎡
用途地域：近隣商業地域

/第二種中高層住居専用地域
建 蔽 率 ： ８０％/６０％
容 積 率 ： ２００％

対象財産

4
国土地理院の地理院地図

第二種中高層住居専用地域

近隣商業地域



配 置 図 及 び 現 況 写 真

5

対象財産

国土地理院撮影の空中写真

県道402号線

平成30年７月 最高裁判所（岡山地方裁判所）より引受け

平成30年８月 法務省（岡山地方検察庁）より引受け

約63ｍ

約47ｍ

約32ｍ

約3ｍ

市
道
（
幅
員
約
4
ｍ
）

側道（幅員約4ｍ）

県道402号線
国土地理院の地理院地図

私道（幅員約4ｍ）



貸 付 相 手 方 の 概 要

●名 称 学校法人就実学園（就実中学校・高等学校）

●沿 革 明治３７年 岡山実科女学校を設立
昭和５６年 就実中学校・就実高等学校と改称

●概要
・岡山市内に、こども園、小学校、中学校、高等学校、
短期大学、大学、大学院を保有
・令和４年度の中学校・高等学校の生徒数
中 学 校： 344名
高等学校：1,713名（岡山県内最多）

6



就実学園の学校施設

対象財産

国土地理院の地理院地図

7

JR西川原駅

就実こども園

就実小学校
就実大学

就実短期大学

就実学園
グラウンド

JR岡山駅

後楽園

就実中学校
就実高等学校

約600m



利 用 計 画 図

8

駐車場

県道402号線（側道）

私道

歩行者入口

歩行者入口 車両入口

〔施設概要(予定)〕
鉄骨造 ２階建
延床面積：１，８９８㎡

１階床面積：１，３８４㎡
２階床面積： ５１４㎡

駐車場８台
〔貸付期間〕

５０年間
（令和５年度～５５年度）

階 エリア 設備

１階 アリーナエリア
バスケットボールコート２面、ミーティング室、更衣室、器具庫、
備蓄倉庫 など

２階 宿泊エリア 宿泊室、研修室、洗面洗濯室、シャワー室 など

対象財産

体育館



1

体育館の整備の必要性等

体育館の新設を計画

9

利用計画の妥当性
〇運動施設の敷地規模として

適当
〇避難所として地域へ貢献

事業の必要性・緊急性
〇教育環境の改善
〇徒歩圏内に対象財産以外に

建設可能な土地はない

利用要望は適当

現状の課題
①２棟の体育館を保有しているが、生徒数が多いことから、

稼働率が高く授業実施や部活動に支障
②合宿の際は、宿泊施設がなく教室に宿泊

1



事 業 ス ケ ジ ュ ー ル

令和５年２月 審議会へ諮問

令和５年９月 貸付料の見積り合せ

令和５年10月 定期借地契約締結

令和５年12月 建築工事着工

令和６年11月 体育館の供用開始

10



処 理 方 針

11

相 手 方  学校法人就実学園

処 理 区 分
 時価貸付（50年）
（一般定期借地）

契 約 方 法  随意契約

適 用 法 令
 会計法第29条の3第5項
 予算決算及び会計令第99条第21号

指 定 用 途  学校施設敷地

用途指定期間  50年間
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